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昨
年
は
、
元
旦
に
発
生
し
た
石

川
県
の
能
登
半
島
地
震
に
よ
っ
て

関
連
死
を
含
め
４
０
０
名
以
上
の

方
々
が
亡
く
な
ら
れ
、
家
屋
全
壊

が
６
、０
０
０
棟
以
上
と
大
き
な

被
害
が
発
生
し
、
９
月
に
は
豪
雨

災
害
に
よ
り
、
多
く
の
死
傷
者
や

土
砂
崩
れ
等
に
よ
る
道
路
網
の
寸

断
な
ど
の
被
害
が
出
る
な
ど
、
二

度
に
渡
り
大
き
な
災
害
に
見
舞
わ

れ
ま
し
た
。
心
よ
り
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
農
政
に
お
い
て
は
、
昨

年
、
農
業
政
策
の
基
本
方
針
を
定

め
た
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

法
」
が
改
正
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
本
年
３
月

ま
で
に
は
、
国
の
農
業
政
策
の
中

長
期
的
な
方
針
と
な
る
食
料
・
農

業
・
農
村
基
本
計
画
が
改
定
さ
れ

る
予
定
で
あ
り
、
今
後
、
食
料
安

全
保
障
の
強
化
な
ど
様
々
な
施

策
が
打
ち
出
さ
れ
て
来
る
も
の
と

期
待
し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
の
米
不
足
な
ど
に
見
ら
れ

た
よ
う
に
、
天
候
不
順
な
ど
の
影

響
や
大
雨
被
害
等
に
よ
り
野
菜
や

米
の
価
格
が
高
騰
す
る
な
ど
消
費

者
が
悲
鳴
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、

生
産
者
も
資
材
の
高
騰
な
ど
に
よ

り
厳
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
私
た
ち
農
業
に
携
わ
る
者

や
、
こ
れ
か
ら
農
業
に
挑
戦
し
て

み
よ
う
と
思
う
若
い
人
た
ち
が
希

望
を
持
て
る
農
業
施
策
を
新
政

権
を
は
じ
め
各
関
係
機
関
に
対
し

強
く
要
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。昨

年
よ
り
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
地
域
計
画
策
定
作
業
に
お

き
ま
し
て
は
、
皆
様
の
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
、
３
月

末
の
完
成
を
目
指
し
て
作
業
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
な

お
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

結
び
に
あ
た
り
ま
し
て
、
私
た

ち
農
業
委
員
会
は
高
い
倫
理
観
の

も
と
、
公
平
で
公
正
な
活
動
に
尽

力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
農
家

の
皆
さ
ま
を
は
じ
め
各
関
係
機
関

の
方
々
の
よ
り
一
層
の
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

と
い
た
し
ま
す
。

新年のごあいさつ
宇都宮市農業委員会

会 長　 村 田 隆 一

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
�
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１　受付日程及び会場     
　⑴　受付会場：栃木県庁河内庁舎（住所：竹林町1030-2）
　⑵　受付時間：午前 8：45～11：15　午後 1：00～3：30
　⑶　受付期日：  住所地の指定日（午前・午後の指定あり）に申請してください。

　◇予備申請期間：2/17（月）～2/18（火）　午前 8：45 ～11：15　午後 1：00 ～ 3：30
　◇会　　　　場：栃木県庁河内庁舎　５階大会議室

２　持参するもの
　⑴　新規申請以外の方
　　① 免税軽油使用者証
　　② 印鑑
　　③  免税軽油の引取り等に係る報告書（納品書等を持

参。コピー可）
　　④ 420円（手数料）
　　　（①の使用者証が今回更新の方のみ）
　　⑤ 農業委員会が発行する耕作証明書
　　　（交付数量の再計算を希望される方のみ）
　⑵　新規申請の方
　　① 印鑑
　　② 農業委員会が発行する耕作証明書
　　③ 作付内容のメモや使用機械のカタログ等
　　④ 420円（手数料）
３　免税証の交付
　　 前年度の申請内容に変更のない方
　　　 → 申請日に即日交付します。
　　新規申請の方及び追加交付希望の方 
　　　→ 後日、県税事務所窓口で交付します。
　　※ 追加交付希望の方は、前年交付と同数量分は申請

日に交付します。

４　注意事項
　⑴　耕作証明書の添付について
　　　 免税軽油使用者証更新申請時の耕作証明書の添付

は不要になりました。
　　　（ 新規申請及び交付数量の再計算を希望する方は

必要です。）
　　　※ 詳しくは宇都宮県税事務所にお問い合わせくだ

さい。
　⑵　納品書等の持参について
　　　 報告書に添付すべき納品書等を忘れた場合など書

類に不備があった場合は免税証の即日交付はでき
ません。

　　　 紛失した場合は、必ず購入店の販売証明書を持参
してください。（新規申請の方を除く。）

５　免税証に関する問い合わせ・連絡先
　　　宇都宮県税事務所　
　　　課税部　個人課税課　☎（626）3018
６　 耕作証明を必要とする場合は、下記の窓口で交付

を受けてください。
　　　耕作証明に関する問い合わせ・連絡先
　　　宇都宮市役所７階　宇都宮市農業委員会事務局
　　　農地最適化・管理グループ ☎（632）2815

期　　日 指　定　地　区 会　　場

R7.1.8（水）
午前

　上河内地区

　　栃木県庁河内庁舎

　　５階大会議室

午後

R7.1.9（木）
午前

午後

　河内地区
R7.1.10（金）

午前

午後

R7.1.14（火）
午前 　城山地区

午後 　富屋地区・篠井地区

R7.1.15（水）
午前 　横川地区

午後 　平石地区

R7.1.16（木）
午前 　本庁地区・姿川地区

午後 　瑞穂野地区・雀宮地区

R7.1.17（金）
午前 　豊郷地区

午後 　清原地区・国本地区

軽油引取税に係る
令和７年分農業用免税証の交付申請について

　令和７年分農業用免税証の交付申請の受付を次のとおり行いますので、交付を希望され
る方は必ずその期間中に申請してください。
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家族経営協定を結びませんか
～経営方針や家族一人ひとりの役割や働きやすい環境作りなどについて家族みんなで考えてみましょう～

我が家の家族経営協定書（例）
（目的）
　第１条　この協定書は、経営主　　　、妻　　　、後継者
　　　　　　　　相互に責任ある経営への参画を通じて、

安定的な農業経営を確立するとともに、健康で明
るい家庭を築くことを目的とする。

（生活設計）
　第２条　各人の人生観、生きる姿勢を認め合い、コミュニ

ケーションを大切にし、家族の合意のもとに長
期生活設計及び毎年の具体的事項を内容とする
年度別生活設計を樹立する。

（経営計画）
　第３条　夫及び妻は資金計画、作付計画等、農業経営に関

する事項についてその都度協議の上決定し、…

（経営の役割分担）
　第４条　経営の部門のうち、生産に係わるものについては経

営主が生活に係わるものについては妻が主体とな
って行うが、重要事項については、協議の上決定
するものとする。

（収益の分配）
　第５条　経営から発生する所得は、家族が話し合いのうえ、

農作業の従事状況に応じて給与額と支払い時期を
定めることとする。

（就業条件）
　第６条　１日の労働時間は○時間を原則とするが、農作業の

状況、健康状態、家事や公的時間を踏まえ、延長ま
たは短縮する。

農業委員会事務局　農地最適化・管理グループ ☎ 028（632）2812・2815問い合わせ先

・宇都宮市農業委員会事務局　・宇都宮市農業企画課
・栃木県河内農業振興事務所　・宇都宮農業協同組合

家族経営協定推進機関

家族経営協定とは、農業に従事する家族全員が意欲と生きがいをもって、農業に取り組んでいく
ために、将来の目標、役割分担、就業条件などについて話し合い、文書で取り決めをすることです。

※【家族経営協定の見直し】家族経営協定は、一度締結したら終わりではなく、社会経済情勢の変化に応じて、適宜、見直しを行いましょう。

そもそも家族経営協定ってなに？

 ・ 農業者年金保険料の政策支援（国庫補助最大216万円）が受けられる
⇒家族経営協定を締結することで経営主の配偶者や後継者（直系卑属）も政策支援加入
　（保険料の国庫補助）の対象となります。
 ・夫婦２人で新規就農者育成総合対策「経営開始資金」（旧農業次世代人材投資事業）を活用できる
⇒通常の給付は年間150万円（１～３年まで）ですが、夫婦ともに就農する場合（家族経営協定等により共同経営者であることが
明確である場合）夫婦２人の合計で年間225万円（１～３年目まで）を受け取ることが出来ます。

家族経営協定のメリット

・宇都宮市農業委員会事務局　　・宇都宮市農業企画課
・栃木県河内農業振興事務所　　・宇都宮農業協同組合
農業委員会事務局　農地最適化・管理グループ ☎ 028（632）2812・2815

家族経営協定推進機関

問い合わせ先

ために、将来の目標、役割分担、就業条件などについて話し合い、文書で取り決めをすることです。

①②③　農地調整グループ　　　　　☎ 028（632）2813・2814
　④　　農地最適化・管理グループ　☎ 028（632）2812・2815

①農地の違反転用は止めましょう！ 農地転用には許可が必要です。
● 農地を農地以外に用途を変更する（農地転用）には、農地法に基づく許可が必要です。無断で転用した場合は、個人
にあっては３年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては１億円の罰金という罰則の適用があります。
　 なお、農地転用したくても条件によって転用できない土地がありますので、詳しくは、農業委員会事務局まで直接お
越しいただき、ご相談ください。
● 耕作者が自ら耕作を行っている農地（２アール未満のものに限る。）に農業用施設（農業用倉庫等）を設置する場合には、
農地転用の許可は不要ですが、農業用施設用地とするための届出が必要になります。なお、農用地区域内の農地につ
いては、農業用施設用地とするための用途区分の変更手続きが必要になります。

②農業を行う法人は毎年、事業状況等の報告が必要です。
● 農地を所有、又は借り受けている農地所有適格法人及び一般法人は、農地法の規定により、毎年、事業の状況等を報
告する義務がありますので、法人の事業年度終了後３か月以内に農業委員会へ報告書の提出をお願いします。

③農地を相続した場合には『農業委員会への届出』が必要です。
● 平成21年12月の農地法改正によって、相続で農地の権利を取得した場合には、農地が所在する市町村の農業委員
会にその旨を届け出ることが義務づけられましたので、必ず農業委員会への届出をお願いします。
　なお、届出をせず、または虚偽の届出をしたりすると罰則があります。

④農地の利用でお困りの方は、ご相談ください。
● 自ら耕作できないなど、農地の利用でお困りの方は、農地が遊休化する前に、地域の農業委員や農地利用最適化推進
委員または農業委員会事務局にご相談ください。

農業委員会からのお知らせ

問い合わせ先 農業委員会事務局
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宇
都
宮
市
農
業
委
員
会
（
村
田
隆

一
会
長
）
は
、
８
月
２
日
に
「
令
和

７
年
度
農
地
等
利
用
最
適
化
推
進
施

策
等
に
関
す
る
意
見
書
」
を
市
長
に

提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
意
見
書
は
、
農
業
委
員
会
等

に
関
す
る
法
律
第
38
条
に
基
づ
き
、

農
地
等
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関

す
る
事
務
を
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果

的
に
実
施
す
る
た
め
、
農
業
委
員
・

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
よ
り
提

出
さ
れ
た
意
見
等
を
取
り
ま
と
め
て

作
成
し
、
総
会
で
決
定
さ
れ
た
も
の

で
す
。

市
長
か
ら
は
、「
地
域
計
画
に
つ

い
て
、
農
業
委
員
会
が
主
導
的
に
活

動
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
申
し
上

げ
る
。
農
業
王
国
う
つ
の
み
や
を
目

指
し
て
、
皆
様
と
と
も
に
頑
張
っ
て

い
き
た
い
の
で
お
力
添
え
い
た
だ
き

た
い
。」
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

意
見
書
の
詳

し
い
内
容
は
、

市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

佐藤市長に意見書を手渡す村田会長

左から、佐藤会長職務代理、村田会長、
佐藤市長、櫻井会長職務代理

・ 地域計画における担い手を確保するため、地域農業者の意識醸成を図り
ながら、集落営農の組織化、法人化に向けた支援の充実

・ 地域計画の策定、更新にあたっては、地域の農業の担い手となる中心経
営体に加え、多様な農業者が積極的に参加するよう連携した働きかけ

・大区画化・汎用化等の推進や農業者負担の軽減支援
・基盤整備に対する支援制度の周知と活用方策の提案

・  地域計画の策定、更新にあたっては、遊休農地の管理や活用について地
域内で検討するよう連携した働きかけ
・市の遊休農地再生交付金などの支援策の周知啓発

・ 幅広い分野から農業に関心のある若者を呼び込むため、移住相談窓口など、
様々な機会を捉えた広報活動の継続
・ 安定的な営農のための様々な媒体を活用した情報発信・ネットワークの
構築

・ 女性農業者が地域農業の担い手として活躍できるよう、働きやすい環境
整備などのきめ細かなサポート体制の充実
・宇都宮産農産物を活用した加工・販売などの６次産業化への支援の充実

・水利施設等の計画的な機能保全対策の継続
・長期的に田んぼダムの効果が得られるような維持・管理体制の整備

担い手の確保・育成支援

地 域 計 画 に 基 づ く
農地の集積・集約化

遊 休 農 地 対 策

女性農業者等への支援

基盤整備事業の推進

新規就農者支援・育成

災 害 対 策

意
見
書
を
市
長
に
提
出

主な意見内容
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今
回
は
、
雀
宮
地
区
の
吉
田

裕
之
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

裕
之
さ
ん
は
、
父
親
と
パ
ー

ト
１
名
で
、
約
20
ａ
の
施
設
ハ

ウ
ス
で
シ
ク
ラ
メ
ン
を
中
心
に

ア
ジ
サ
イ
、
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス

等
を
栽
培
し
、
約
５
・
５
ha
の
水

田
で
は
食
用
米
と
飼
料
用
米
を

生
産
し
て
い
ま
す
。

以
前
か
ら
農
家
を
継
ご
う
と

思
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
社

会
で
色
々
経
験
し
た
い
と
い
う

思
い
も
あ
り
、
興
味
が
あ
っ
た

分
野
で
働
い
た
後
、
就
農
し
て

約
10
年
に
な
り
ま
す
。

最
初
は
両
親
か
ら
技
術
を
学

び
つ
つ
、
県
農
業
大
学
校
で
農
業

の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
。
農
業

試
験
場
で
の
研
修
へ
の
参
加
や
、

花
き
組
合
の
部
会
や
地
区
の
研

究
会
、
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
へ
の
加
入
で

農
業
関
連
の
人
と
の
付
き
合
い

を
広
げ
た
こ
と
で
相
談
で
き
る

仲
間
が
増
え
、
大
い
に
自
分
の
力

に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

自
分
の
理
想
通
り
に
花
を
作

れ
た
り
、
特
に
お
客
さ
ん
か
ら

「
き
れ
い
だ
ね
」「
ま
た
来
る
ね
」

と
言
っ
て
い
た
だ
き
、
リ
ピ
ー

タ
ー
に
な
っ
て
も
ら
え
た
時
に

や
り
が
い
を
感
じ
る
そ
う
で
す
。

11
〜
12
月
は
自
宅
の
庭
先
で
シ

ク
ラ
メ
ン
を
直
売
す
る
の
で
、
気

軽
に
ハ
ウ
ス
内
の
花
を
見
に
き

て
欲
し
い
と
の
こ
と
で
す
。

一
方
で
、
花
を
買
う
習
慣
が
少

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
お

客
さ
ん
の
話
や
買
い
方
か
ら
感

じ
て
お
り
、
需
要
の
減
少
へ
の

危
機
を
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
若
い

人
た
ち
へ
の
期
待
を
込
め
て
高

校
生
や
農
業
大
学
校
生
の
実
習

を
受
け
入
れ
、
自
分
の
花
を
育

て
る
思
い
を
伝
え
て
い
ま
す
。

農
業
以
外
で
は
、
消
防
団
員
や

少
年
指
導
委
員
と
し
て
地
域
の

防
災
、
防
犯
に
積
極
的
に
貢
献

し
て
お
り
、
そ
ん
な
多
忙
な
中

で
も
ゴ
ル
フ
や
日
帰
り
登
山
で

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
い
ま
す
が
、

時
間
が
あ
れ
ば
テ
ン
ト
を
か
つ

い
で
峰
々
を
縦
走
し
た
い
そ
う

で
す
。

今
後
に
つ
い
て
は
「
子
ど
も
た

ち
に
花
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
幼
稚
園
児
等
へ
の

花
育
に
積
極
的
に
参
加
し
た
り
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
情
報
発
信
に

力
を
入
れ
て
い
き
た
い
。」
と
熱

く
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

裕
之
さ
ん
の
今
後
の
益
々
の

ご
活
躍
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

吉
よし

田
だ

裕
ひろ

之
ゆき

さん（42）＜雀宮地区＞

ここからおいしさを届けます。

A 夫が実家の農業を継いだことがきっかけです。三男が小学校に入学
して手がかからなくなるのに合わせて、農作業の時間を増やしました。

A 田植えやニラの出荷作業の手伝いの他、直売に出す野菜を季節ごと
に育てています。

A 野菜嫌いが直りました。また、４世代の食事を作ることで、同じ素材
を幾通りにもおいしく調理できるようになりました。

A 買う人の気持ちを考えて、直売に出す野菜に虫や卵がついていない
かなど、葉の裏までよく確認して出荷するように気を配っています。

A 夫や子どもたちと県内や隣県に遊びに行って、リフレッシュしていま
す。また、身の回りを整えると心もきれいになります。

A いないと困る存在です。自然と、お互いの助け合いができていると
思います。

Ｑ　農業をはじめたきっかけは？

Ｑ　経営での関わりは？

Ｑ　農業をやっていて良かったことは？

Ｑ　経営で心がけていることは？

Ｑ　真澄さんにとって家族とは？

Ｑ　今後の抱負をお願いします！

Ｑ　リフレッシュはどのように？

A 色々教わりながらできることを増やして、家族それぞれの長所を生か
し、適材適所で協力し合っていきたいです。

★経営内容　米、ニラ、その他葉物野菜等　

★家　　族
　 夫（40歳）、長男（14歳）、二男（12歳）、
三男（7歳）、夫の父（71歳）、夫の母（71歳）、

　夫の祖父（96歳）、夫の祖母（96歳）

櫻
さくら

井
い

真
ま

澄
すみ

さん（40）（古里地区）

きれいな花を育てます

記者からのコメント 明るく自然体で、家族への愛情が深い真澄さんは、家
族にとってなくてはならない存在だと強く感じました。
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今
回
の
標
題
に
ビ
ッ
ク
リ
さ
れ

た
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、

中
山
間
地
の
農
業
従
事
者
を
は
じ

め
、
家
庭
菜
園
で
各
種
作
物
の
栽

培
を
し
て
い
る
方
々
か
ら
も
、
何

者
か
に
収
穫
直
前
に
作
物
を
全
て

食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話

を
多
く
聞
き
ま
す
。
露
地
野
菜
、

果
樹
農
家
は
「
も
う
来
年
は
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
を
作
ら
な
い
」「
楽
し
み

に
育
て
た
ブ
ド
ウ
だ
が
、
こ
れ
か

ら
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
」
な
ど

困
り
果
て
て
い
ま
す
。

城
山
、
国
本
地
区
に
お
い
て
は

稲
、
小
麦
、
大
豆
、
サ
ツ
マ
イ
モ

等
の
作
物
で
猪
対
策
は
進
ん
で
来

て
い
ま
す
が
、
近
年
発
生
し
て
い

る
鹿
、
狸
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
、
ア
ラ

イ
グ
マ
に
よ
る
被
害
に
は
対
策
が

追
い
付
い
て
い
な
い
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。
昨
年
は
市
街
地
に
近

い
畑
で
も
被
害
が
多
く
聞
か
れ
て

お
り
、
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
農
家

は
作
物
が
全
滅
し
た
畑
が
40
ア
ー

ル
に
上
っ
た
と
話
し
て
い
ま
す
。

原
因
の
究
明
や
対
策
は
こ
れ
か

ら
の
課
題
に
な
り
ま
す
が
、
今
回

は
対
策
に
日
夜
努
力
し
て
い
る
市

有
害
鳥
獣
対
策
協
議
会
城
山
地
区

実
施
部
隊
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

実
施
部
隊
は
10
人
の
メ
ン
バ
ー

で
活
動
し
て
い
ま
す
が
、
昨
年
、

10
月
半
ば
ま
で
の
ク
ク
リ
ワ
ナ
に

よ
る
捕
獲
数
は
猪
12
頭
、
鹿
３
頭

で
、更
に
箱
ワ
ナ
に
よ
る
捕
獲
（
狸
、

ハ
ク
ビ
シ
ン
、
ア
ラ
イ
グ
マ
）
も
多

数
に
上
る
と
の
事
で
す
。

近
年
の
農
作
物
の
被
害
で
目
立
つ

の
は
、
特
に
増
加
が
心
配
さ
れ
る
ハ

ク
ビ
シ
ン
や
ア
ラ
イ
グ
マ
で
す
。
農

家
だ
け
で
な
く
一
般
家
庭
か
ら
の
相

談
も
多
く
、
ま
た
、
市
街
地
の
方
か

ら
の
相
談
も
増
加
し
て
い
る
そ
う
で

す
。
主
に
空
家
、
納
屋
等
に
営
巣

し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
市
の

農
林
生
産
流
通
課
の
担
当
者
に
よ
る

と
、
餌
を
豊
富
に
食
べ
て
数
を
増
加

さ
せ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

動
物
に
よ
る
被
害
が
生
じ
た
際
に

は
、
有
害
鳥
獣
対
策
実
行
部
隊
に

正
確
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
積
極
的
に
活
動
へ
協
力
す
る
こ

と
で
、
地
区
内
の
被
害
を
な
く
さ
な

け
れ
ば
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

編
集
委
員

小
野
口
勝
仁

上
小
倉
地
区
の
多
面
的
機
能
支

払
交
付
金
活
動
組
織
で
あ
る
「
水

明
会
」
を
紹
介
し
ま
す
。

宇
都
宮
市
で
は
、
多
面
的
機
能

支
払
交
付
金
を
活
用
し
、
現
在
約

60
組
織
が
活
動
し
て
お
り
、
水
明

会
も
そ
の
組
織
の
一
つ
で
あ
り
、
令

和
６
年
度
で
創
立
９
年
目
を
迎
え
、

地
域
の
農
地
、
水
路
、
農
道
等
の

地
域
資
源
の
適
切
な
保
全
管
理
を

主
な
目
的
と
し
た
組
織
で
あ
り
、
地

域
の
方
々
が
水
源
の
か
ん
養
や
自

然
環
境
の
保
全
管
理
、
良
好
な
景

観
形
成
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る

と
会
長
よ
り
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
の
会
員
数
は
85
名
で
、
地
域

の
高
齢
化
を
危
惧
し
、
約
20
年
先

を
目
指
し
て
若
手
の
勧
誘
に
努
め

た
所
、
６
名
の
若
者
が
昨
年
度
加

入
し
た
と
の
こ
と
。
会
長
の
先
見
的

ビ
ジ
ョ
ン
に
感
心
し
ま
し
た
。

水
明
会
の
モ
ッ
ト
ー
は
Ａ
Ｋ
Ｋ
だ

そ
う
で
す
。
Ａ
は
安
全
、
Ｋ
は
貢
献
、

最
後
の
Ｋ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
事
故
ゼ
ロ
、

地
域
貢
献
と
お
喋
り
を
合
言
葉
に
、

参
加
し
て
良
か
っ
た
と
思
え
る
活
動

を
実
践
し
て
い
ま
す
。
活
動
内
容
は

多
岐
に
わ
た
り
、
計
画
的
な
農
道
等

の
草
刈
り
、
小
学
生
が
中
心
の
水
質

調
査
や
花
植
え
、
近
隣
の
子
ど
も
た

ち
を
招
い
た
生
き
物
調
査
と
専
門
家

に
よ
る
解
説
、
中
学
校
の
草
刈
り
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
保
育
園
児
を
招
い
た

ジ
ャ
ガ
イ
モ
掘
り
等
、
近
隣
地
区
の

子
ど
も
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
の
活
動

が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

昨
年
は
酷
暑
へ
の
対
応
と
し
て
、

宇
都
宮
市
中
央
消
防
署
上
河
内
分

署
署
員
に
よ
る
熱
中
症
対
策
研
修

会
を
開
催
し
、
安
全
確
保
に
配
慮

し
た
と
の
こ
と
で
す
。
会
長
は
就
任

３
年
目
を
迎
え
ま
す
が
、
地
域
の
魅

力
を
改
め
て
学
ぶ
た
め
に
、
外
部
講

師
を
招
い
て
の
講
演
会
を
毎
年
開
催

し
、
地
域
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

会
長
は
「
参
加
し
て
良
か
っ
た
水

明
会
、
明
る
い
水
明
会
」
を
推
進
し

地
域
の
人
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た

い
と
話
し
て
お
り
、
そ
の
言
葉
に
熱

い
思
い
を
感
じ
ま
し
た
。

水
明
会
の
今
後
の
活
躍
を
祈
り

ま
す
。

編
集
委
員

髙
橋

英
夫

猪・鹿・狸 !!

多面的機能支払交付金活動組織「水明会」
絹島地区

城山地区
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農家の経営と
暮らしに役立つ情報
をお届けします。

農家の経営と
暮らしに役立つ情報
をお届けします。

農家のための情報誌「全国農業新聞」

農業委員会事務局　農地最適化・管理グループ

～農業者年金３つのおすすめポイント～
❶ 積立方式の終身年金で80歳までの保証付き
❷ 保険料額の自由設定・増減が可能
❸ 税制面で大きな優遇

☎028（632）2812・2815

農業者年金に加入しませんか？

申し込み先
農業委員会事務局　農地最適化・管理グループ

☎028（632）2812・2815
問い合わせ先

能

農家の経営と
暮らしに役立つ情報
をお届けします。

※一定の要件を満たす農業者には、保険料
の国庫補助（月額最大１万円）による

　政策支援があります。

平
石
地
区
の
平
出
清
一
委
員

を
紹
介
し
ま
す
。

平
出
委
員
は
平
成
26
年
か
ら

農
業
委
員
を
務
め
て
お
り
、
現

在
４
期
目
で
す
。

水
稲
の
他
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
、

シ
ュ
ン
ギ
ク
、
カ
ボ
チ
ャ
、
オ

ク
ラ
、
東
京
野
菜
の
一
つ
ノ
ラ

ボ
ウ
ナ
等
、
様
々
な
野
菜
を
栽

培
、
出
荷
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
親
子
や
大
学
生
な
ど

若
い
世
代
に
、
自
身
の
所
有
す

る
畑
で
農
業
を
体
験
し
て
も
ら

う
こ
と
に
も
力
を
入
れ
て
き
ま

し
た
。

農
業
委
員
と
し
て
は
遊
休
農

地
解
消
の
た
め
の
農
地
パ
ト
ロ

ー
ル
の
活
動
は
も
と
よ
り
、
若

手
農
業
者
の
支
援
に
も
積
極
的

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
支
援
し
た

農
業
者
の
中
に
は
、
非
農
家
出

身
な
が
ら
就
農
３
年
目
で
軌
道

に
乗
せ
つ
つ
あ
る
「
期
待
の
星
」

の
若
手
が
い
る
な
ど
、
将
来
に

つ
な
が
る
手
ご
た
え
を
感
じ
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
。

一
方
、
農
業
以
外
で
も
、
地

域
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
い

ま
す
。

地
域
の
広
報
紙
の
発
行
に
携

わ
っ
て
い
た
時
に
「
子
ど
も
の

居
場
所
」
に
取
材
に
行
っ
た
際
、

子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

お
し
ゃ
べ
り
す
る
事
も
な
く
、

自
分
の
ゲ
ー
ム
機
で
遊
ん
で
い

る
だ
け
と
い
う
状
況
を
見
て
危

機
感
を
抱
き
、
東
京
都
世
田
谷

区
で
の
取
り
組
み
を
参
考
に
し
、

子
ど
も
た
ち
が
い
つ
で
も
遊
び

に
来
ら
れ
る
「
ひ
み
つ
基
地
」

を
自
宅
の
一
角
に
作
っ
た
り
、

大
人
向
け
に
、
水
を
張
っ
た
休

耕
田
で
「
ど
ろ
ん
こ
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
大
会
」
を
開
催
す
る
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
の
思
い
出
づ
く
り

や
地
域
の
活
性
化
の
た
め
に
長

年
力
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
活
動
は
コ
ロ
ナ
を

き
っ
か
け
に
中
止
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
現
在
も
、
地

区
の
活
力
あ
る
む
ら
づ
く
り
推

進
協
議
会
の
会
長
と
し
て
、
地

域
全
体
の
た
め
に
活
動
し
て
い

ま
す
。　
　

農
業
に
限
ら
ず
、
自
分
が
主

体
で
や
ら
な
い
と
や
る
気
が
起

き
な
い
平
出
委
員
の
信
条
は「
人

は
宝
」。
自
分
も
楽
し
み
な
が

ら
次
の
世
代
の
こ
と
も
考
え
て
、

地
域
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る

心
意
気
に
感
嘆
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。

平出　清一 さん（75）

農 業 委 員 紹 介

平石地区
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　うつのみやアグリネットワークでは、あなたがつくるこだわりの農
産物を活かした新商品に係る必要経費の補助や完成した商品のＰＲ
を支援いたします。また、メールマガジンにおいて、講座・交流会、
商品開発等に関する情報収集が可能です。（入会及び年会費は無料）
　また、Youtube「うつのみやアグリネットワー
クちゃんねる」において、会員ＰＲやマーケティン
グ講座の概要などを配信しております。ぜひご覧
ください！ うつのみやアグリネット

ワークちゃんねる

うつのみやアグリネットワーク事務局
（農林生産流通課農産物
 マーケティンググループ）

☎ 028（632）2843
https://www.u-agrinet.jp/

農業王国うつのみやHP

アグリネットワーク 新規会員募集中
応援します！宇都宮の農業

宇都宮市　都市計画課 ☎ 028（632）2565

生産緑地制度のご案内
　本市では、宇都宮市の市街化区域内の農地を対象に貴重な緑空間を保全するため、令和４年度から「生産緑地
制度」を運用しています。
　市街化区域内の農地は、農作物を生産する場としてだけでなく、都市の貴重な緑
や景観の保全・創出、環境保全、防災などのさまざまな機能を有しています。
　生産緑地に指定されると、30 年間は農地等として営農することが義務付けられ、
農地以外の利用はできませんが、固定資産税等の課税が宅地並み評価（農地に準じ
た課税）から農地評価（農地課税）へ軽減されます。
　生産緑地の指定にあたっては、いくつかの要件を満たす必要がありますので、申
請の前に要件を満たすかどうかの確認審査を行っています。ご相談はいつでも受け
付けておりますので、お気軽に下記にお問い合わせください。

雨水の保水やヒートアイランド
現象の緩和など緑地機能を発揮

まちなかの貴重な緑地として、
良好な住環境の形成に寄与

「生産緑地制度」
についての市HP

問い合わせ先

農地の適正管理は責務です！
　農地をお持ちの方や借りて耕作している方など、農
地の権利を有する方には、農業上の適正かつ効率的な
利用を確保しなければならない責務が、農地法第２条
の２で規定されています。
　農地は一度荒れてしまうと、耕作できる状態に戻す
のに大変な手間と労力を要しますし、害虫や有害鳥獣
が住みついたり、火災のおそれが生じたりするなど、
住環境も含めた周辺環境を悪化させますので、耕作し
ない場合であっても適正な管理（耕起、草刈り等）を
お願いいたします。

　農業委員会では、遊休農地の把握とその解消を目的
として、毎年８月に農地利用状況調査（農地パトロー
ル）を実施し、遊休農地を確認した場合は、所有者に
対し、今後の利用意向を調査しますので、ご協力をお
願いいたします。
　利用意向の調査にお答えい
ただくことなく遊休農地を放
置していると、勧告や措置命
令など法的措置の対象となる
こともあります。

問い合わせ先

制度利用者の声（R4 年度に生産緑地を指定した農地の所有者）

制度を活用して、固定資産税が
減ったので、農業を安心して
続けられる！

農業委員会事務局　農地最適化・管理グループ　☎ 028（632）2812・2815問い合わせ先
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使用料は、世帯割と人数割から算定した定額制です。ご家族の人数により決定します。
　　世帯割　３,１90円　　＋　　人員割　352円×使用人数　　＝　 １か月の使用料（税込）
農業集落排水処理施設をお使いの方で、ご家族の人数に変更がある場合は、お早めにご連絡ください。
※　下水道の使用料金は、原則として２か月分の請求になります。

■１か月の使用料について

農業集落排水処理施設にまだ接続していない方は
早期接続をお願いします

　排水処理施設に接続する際、くみ取り式トイレを水洗式トイレに改造する場合や、既存の浄化槽を撤去する場合に、その
工事にかかる費用について８０万円を限度に無利子の融資をあっせんします。
　工事を依頼する際に指定工事店にご相談ください。なお、工事の終了後は利用できません。

■融資あっせん制度について

●使用料について　　　　　　 　　　　上下水道局　お客さま受付センター ☎（633）1300
●接続工事・融資あっせん制度について 上下水道局　工事受付センター ☎（633）3164

　接続工事のお申し込みは、排水設備指定工事店にご依頼ください。
　上下水道局ホームページから、指定工事店一覧がご覧になれます。

■接続工事について
　　

　農業集落排水処理施設は、河川や農業用水の水質保全や生活環境の改善を目的に、農村部の下水道として、トイレや、風
呂・台所などの生活雑排水を処理するために、地域の皆さまの同意を得て整備された下水の処理施設です。
　未接続の方は、速やかに接続していただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

農地の貸し借りの手続きが変わります！

問い合わせ先
① 宇都宮市農業公社  ☎ 028-660-2702  または 宇都宮市農業企画課  ☎ 028-632-2473
② 宇都宮市農業委員会事務局  ☎ 028-632-2814

①、②いずれも原則として、地域計画（目標地図）に掲載されていることが必要です。

　農業経営基盤強化促進法（基盤法）の改正に伴い、令和７年４月からは基盤法に基づく農地の貸し手と
借り手との直接の貸し借り（農地利用権設定等促進事業）ができなくなります。今後は次の①か②のいず
れかの方法になります。
　　①　貸し手と借り手の間に農地中間管理機構（農地バンク）を通して行う手続き
　　②　農地法第 3 条に基づく農業委員会への許可申請手続き
　ただし、農地利用権設定等促進事業は、経過措置期間として、令和 7 年 3 月 31 日までは新規・更新
手続きがともに可能です。
　なお、農地利用権設定等促進事業での貸借は契約期間の満了日までは有効です。

農地中間管理事業
（農地中間管理機構）

農地法第３条に基づく許可申請
（農業委員会）

※許可条件に満たないと許可できない場合も
　あります

① ②
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手
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問い合わせ先
農業企画課　担い手・農地調整グループ　　

☎　 028（632）2473
FAX 028（639）0619

地場農産物・販売店等マッチング事業をご活用ください
「地場農産物・販売店等マッチング事業」では、宇都宮市内の農業者の皆様と販売
店等の実需者の皆様とのビジネスマッチングのサポートとして、相手方（生産者
や実需者）の紹介や、フォローアップなどを行います。

宇都宮市地産地消推進会議事務局（農林生産流通課　農産物マーケティンググループ）

※　取引の成立を保証するものではありません。
※　取引条件は、農業者の皆様と販売店の皆様との交渉により決定していただきます。

【実需者用】 【生産者用】 メールや FAX で提出

◆ WEBから申請 ◆紙で申請

「地産地消
」を

市職員がサ
ポート！

〇販路を増やしたい！
〇 地元の人に自慢の農産物
を知ってもらいたい、
　食べてもらいたい！

〇地場農産物を使った
　メニューを提供したい！
〇地場農産物の品ぞろえ
　を増やしたい！

市内生産者 × 飲食関連事業者等

マッチング

問い合わせ先

貸付希望農地のマッチングを促進します！
　遊休農地の発生防止や農地の流動化を促進するため、貸付を希望する農地の情報を、「宇都宮
まちかど情報マップ」（市ホームページから閲覧できます）にて公表しています。

　宇都宮まちかど情報マップ上に貸付希望農地を掲載

　貸付希望農地の登録、農地の借受を希望する方は市ホー
ムページに掲載されている貸付希望農地登録申込書、農地
借受希望申込書を市農業企画課にご提出ください。
　農地借受希望申込書をご提出いただいた後、市は、市農
業公社を通して地権者とのマッチングなどの支援をします。

申請はいつでも
受け付けております！

〇貸付希望農地の閲覧について

〇貸付希望農地の登録・借受申込について

マップ上の貸付希望農地の上に野菜マークのアイコ
ンが表示され、アイコンをクリックすると、貸付希
望農地の詳細情報 ( 農地面積、接道の有無、用排
水の有無、貸付条件など )がご覧いただけます。

宇都宮市ホームページ




